
JP 2020-190218 A 2020.11.26

10

(57)【要約】
【課題】圧縮機を小型化する。
【解決手段】圧縮機（1）は、筒状のケーシング（10）
と、ケーシング（10）に収容される圧縮機構（20）とを
備える。圧縮機構（20）は、ケーシング（10）に圧接す
る圧接部（22）と、ケーシング（10）に溶接される溶接
部（23）とを含むハウジング（21）を有する。圧接部（
22）の少なくとも一部と、溶接部（23）の少なくとも一
部とは、ケーシング（10）の周方向に並んで配置される
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状のケーシング（10）と、
　上記ケーシング（10）に収容される圧縮機構（20）とを備え、
　上記圧縮機構（20）は、上記ケーシング（10）に圧接する圧接部（22）と、上記ケーシ
ング（10）に溶接される溶接部（23）とを含むハウジング（21）を有し、
　上記圧接部（22）の少なくとも一部と、上記溶接部（23）の少なくとも一部とは、上記
ケーシング（10）の周方向に並んで配置されている
ことを特徴とする圧縮機。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記溶接部（23）と上記ケーシング（10）の内部空間とを連通させる連通路（26～29）
を備える
ことを特徴とする圧縮機。
【請求項３】
　請求項２において、
　上記溶接部（23）は、上記ハウジング（21）に形成された凹部（24）により構成され、
　上記連通路（26～29）は、上記ケーシング（10）と上記ハウジング（21）との間に形成
され、上記凹部（24）と上記ケーシング（10）の内部空間とを連通させる連通隙間（26,2
7）により構成されている
ことを特徴とする圧縮機。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項において、
　上記溶接部（23）は、上記ケーシング（10）の周方向において複数設けられている
ことを特徴とする圧縮機。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項において、
　上記溶接部（23）は、上記ケーシング（10）の軸方向において複数設けられている
ことを特徴とする圧縮機。
【請求項６】
　請求項５において、
　上記圧縮機構（20）は、その動作に伴って、第１荷重と該第１荷重よりも大きな第２荷
重とが、上記軸方向において互いに離れた位置で生じるように構成され、
　複数の上記溶接部（23）は、上記軸方向において、上記第１荷重が生じる位置と上記第
２荷重が生じる位置との間の中間点（M1）よりも上記第２荷重が生じる位置寄りに中間点
（M2）がある２つの上記溶接部（23）を含む
ことを特徴とする圧縮機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、圧縮機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ケーシングと、このケーシングに圧接および溶接により固定されたハウジン
グとを備えた圧縮機が知られている（例えば、特許文献１）。ケーシングとハウジングと
の間には、流体が圧縮される際に負荷がかかる。この負荷は、上記の固定部によって支持
される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１７－２５７６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１では、ケーシングがハウジングに圧接により固定される箇所と、
ケーシングがハウジングに溶接により固定される箇所とが、当該ケーシングの軸方向にお
いて離間して配置されている。このため、圧縮機の軸方向長さが長くなり、ひいては圧縮
機が大型化してしまうおそれがある。
【０００５】
　本開示の目的は、圧縮機を小型化することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の第１の態様は、圧縮機（1）を対象とする。圧縮機（1）は、筒状のケーシング
（10）と、上記ケーシング（10）に収容される圧縮機構（20）とを備え、上記圧縮機構（
20）は、上記ケーシング（10）に圧接する圧接部（22）と、上記ケーシング（10）に溶接
される溶接部（23）とを含むハウジング（21）を有し、上記圧接部（22）の少なくとも一
部と、上記溶接部（23）の少なくとも一部とは、上記ケーシング（10）の周方向に並んで
配置されている。
【０００７】
　第１の態様では、圧接部（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）の少なくとも一部と
が、ケーシング（10）の周方向に並んで配置されている。これにより、圧接部（22）と溶
接部（23）とがケーシング（10）の軸方向に並んで配置される場合に比べて、ハウジング
（21）を当該軸方向において小型化することができ、ひいては圧縮機（1）を小型化する
ことができる。
【０００８】
　本開示の第２の態様は、上記第１の態様において、上記溶接部（23）と上記ケーシング
（10）の内部空間とを連通させる連通路（26～29）を備えることを特徴とする。
【０００９】
　第２の態様では、溶接部（23）とケーシング（10）の内部空間が、連通路（26～29）に
よって連通している。これにより、ハウジング（21）をケーシング（10）に溶接する際に
、溶接ガスが連通路（26～29）を介してケーシング（10）の内部空間に逃げ、よって溶接
不良が生じるのを抑止することができる。
【００１０】
　本開示の第３の態様は、上記第２の態様において、上記溶接部（23）は、上記ハウジン
グ（21）に形成された凹部（24）により構成され、上記連通路（26～29）は、上記ケーシ
ング（10）と上記ハウジング（21）との間に形成され、上記凹部（24）と上記ケーシング
（10）の内部空間とを連通させる連通隙間（26,27）により構成されていることを特徴と
する。
【００１１】
　第３の態様では、ハウジング（21）をケーシング（10）に溶接する際に、連通隙間（26
,27）を介して凹部（24）からケーシング（10）の内部空間に溶接ガスが逃げる。このよ
うに、凹部（24）と連通隙間（26,27）というシンプルな構造で溶接不良が生じるのを抑
止することができる。
【００１２】
　本開示の第４の態様は、上記第１～第３の態様のいずれか１つにおいて、上記溶接部（
23）は、上記ケーシング（10）の周方向において複数設けられていることを特徴とする。
【００１３】
　第４の態様では、流体圧縮に伴って生じる負荷により一層耐えられるようにできる。
【００１４】
　本開示の第５の態様は、上記第１～第４の態様のいずれか１つにおいて、上記溶接部（
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23）は、上記ケーシング（10）の軸方向において複数設けられていることを特徴とする。
【００１５】
　第５の態様では、流体圧縮に伴って生じる負荷により一層耐えられるようにできる。
【００１６】
　本開示の第６の態様は、上記第５の態様において、上記圧縮機構（20）は、その動作に
伴って、第１荷重と該第１荷重よりも大きな第２荷重とが、上記軸方向において互いに離
れた位置で生じるように構成され、複数の上記溶接部（23）は、上記軸方向において、上
記第１荷重が生じる位置と上記第２荷重が生じる位置との間の中間点（M1）よりも上記第
２荷重が生じる位置寄りに中間点（M2）がある２つの上記溶接部（23）を含むことを特徴
とする。
【００１７】
　第６の態様では、第１荷重および第２荷重によって、両荷重が生じる位置の中間点（M1
）よりも第２荷重が生じる位置寄りでモーメントが発生する。このモーメントが、当該２
つの溶接部（23）によって適切に支持され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、実施形態１の圧縮機の構成を例示する縦断面図である。
【図２】図２は、実施形態１の圧縮機の要部を示す縦断面図である。
【図３】図３は、実施形態１のハウジングの要部を示す斜視図である。
【図４】図４は、実施形態１の圧縮機の概略平面図である。
【図５】図５は、実施形態２の圧縮機の要部を示す縦断面図である。
【図６】図６は、実施形態２のハウジングの要部を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　《実施形態１》
　実施形態１について説明する。本実施形態の圧縮機（1）は、スクロール圧縮機である
。なお、圧縮機（1）の種類は、スクロール圧縮機に限られない。
【００２０】
　図１および図２に示すように、圧縮機（1）は、例えば、蒸気圧縮式の冷媒回路（図示
せず）に設けられ、冷媒（流体の一例）を圧縮するものである。例えば、このような冷媒
回路では、圧縮機（1）により圧縮された冷媒は、凝縮器で凝縮し、減圧機構で減圧され
、そして蒸発器で蒸発した後に圧縮機（1）に吸入される。
【００２１】
　圧縮機（1）は、ケーシング（10）と、圧縮機構（20）と、電動機（50）と、駆動軸（6
0）とを備える。
【００２２】
　ケーシング（10）は、両端が閉塞された縦長の円筒状に形成される。ケーシング（10）
内には、上側から順に圧縮機構（20）と電動機（50）とが収容される。ケーシング（10）
内を軸方向（上下方向）に延びる駆動軸（60）によって圧縮機構（20）と電動機（50）と
が連結される。
【００２３】
　ケーシング（10）には、吸入管（11）と、吐出管（12）とが設けられる。吸入管（11）
は、ケーシング（10）の上部を軸方向に貫通して圧縮機構（20）に接続される。吸入管（
11）は、圧縮機構（20）に低圧の流体（例えば、ガス冷媒）を導入する。吐出管（12）は
、ケーシング（10）の胴部を径方向に貫通してケーシング（10）の内部空間と連通する。
吐出管（12）は、ケーシング（10）内の高圧の流体をケーシング（10）外に導出する。
【００２４】
　圧縮機構（20）は、ケーシング（10）内に収容されている。圧縮機構（20）は、吸入管
（11）を経由して導入された流体を圧縮してケーシング（10）内に吐出するように構成さ
れる。圧縮機構（20）の構成について、詳しくは後述する。



(5) JP 2020-190218 A 2020.11.26

10

20

30

40

50

【００２５】
　電動機（50）は、ケーシング（10）内に収容され、圧縮機構（20）の下方に配置される
。電動機（50）は、固定子（51）と、回転子（52）とを有する。固定子（51）は、実質的
に円筒状に形成されてケーシング（10）に固定される。回転子（52）は、固定子（51）の
内周に回転可能に挿通されている。回転子（52）の内周には、駆動軸（60）が挿通されて
固定される。
【００２６】
　駆動軸（60）は、主軸部（61）と、偏心軸部（62）とを有する。主軸部（61）は、ケー
シング（10）の軸方向（上下方向）に延びている。偏心軸部（62）は、主軸部（61）の上
端に設けられる。偏心軸部（62）の外径は、主軸部（61）の外径よりも小さい。偏心軸部
（62）の軸心は、主軸部（61）の軸心に対して所定距離だけ偏心している。
【００２７】
　次に、図１～図４を参照して、圧縮機構（20）の構成について説明する。
【００２８】
　図１および図２に示すように、圧縮機構（20）は、ハウジング（21）と、固定スクロー
ル（30）と、可動スクロール（40）とを備える。ハウジング（21）は、ケーシング（10）
内に設けられる。固定スクロール（30）は、ハウジング（21）に固定される。可動スクロ
ール（40）は、ハウジング（21）と固定スクロール（30）との間に配置される。可動スク
ロール（40）は、固定スクロール（30）に噛み合わされて固定スクロール（30）に対して
偏心回転運動を行うように構成されている。
【００２９】
　ハウジング（21）は、ケーシング（10）内に固定され、ケーシング（10）の内部空間を
軸方向に２つの空間に区画している。ハウジング（21）の上側の空間が第１空間（S1）を
構成し、ハウジング（21）の下側の空間が第２空間（S2）を構成する。
【００３０】
　ハウジング（21）は、ケーシング（10）の内周面に固定される。図３に示すように、ハ
ウジング（21）は、圧接部（22）と、溶接部（23）とを含む。圧接部（22）は、ケーシン
グ（10）に圧接する。溶接部（23）は、ケーシング（10）に溶接される。
【００３１】
　圧接部（22）は、ハウジング（21）の外周面によって構成される。圧接部（22）の軸方
向長さ（上下方向長さ）は、ハウジング（21）の軸方向長さよりも短い。圧接部（22）は
、ケーシング（10）の胴部に圧接して固定される。
【００３２】
　溶接部（23）は、ハウジング（21）の外周面に形成された凹部（24）によって構成され
る。この凹部（24）には、溶接ピン（25）が設けられる。溶接ピン（25）は、ケーシング
（10）に形成された溶接用の貫通孔（13）を介した溶接により溶け、ハウジング（21）と
ケーシング（10）とを互いに固定する。
【００３３】
　溶接部（23）は、ケーシング（10）の軸方向において複数（この例では、２つ）設けら
れている（図２）。溶接部（23）は、ケーシング（10）の周方向において複数（この例で
は、４つ）設けられている（図４）。
【００３４】
　上側の溶接部（23）（凹部（24））よりも上側において、ハウジング（21）および固定
スクロール（30）の外周面と、ケーシング（10）の内周面との間には、第１隙間（26）が
形成されている。ハウジング（21）における圧接部（22）よりも上側の部分は、圧接部（
22）よりも直径が小さい小径部（21a）になっている。固定スクロール（30）の外周面は
、小径部（21a）の外周面と略面一になっている。第１隙間（26）は、固定スクロール（3
0）の外周面および小径部（21a）とケーシング（10）の内周面との間に形成されている。
第１隙間（26）は、上側の溶接部（23）と、第１空間（S1）とを連通させる。第１隙間（
26）は、連通隙間を構成している。
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【００３５】
　下側の溶接部（23）（凹部（24））よりも下側において、ハウジング（21）の外周面と
、ケーシング（10）の内周面との間には、第２隙間（27）が形成されている。ハウジング
（21）における圧接部（22）よりも下側の部分は、圧接部（22）よりも直径が小さい小径
部（21b）になっている。第２隙間（27）は、小径部（21b）とケーシング（10）の内周面
との間に形成されている。第２隙間（27）は、下側の溶接部（23）と、第２空間（S2）と
を連通させる。第２隙間（27）は、連通隙間を構成している。
【００３６】
　図２および図３に示すように、圧接部（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部
（24））の少なくとも一部とは、ケーシング（10）の周方向において互いに並んで配置さ
れている。圧接部（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部（24））の少なくとも
一部とは、ケーシング（10）の周方向において互いに近接して配置されている。圧接部（
22）の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部（24））の少なくとも一部とは、ケーシン
グ（10）の周方向において互いに実質的に接して配置されている。
【００３７】
　また、圧接部（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部（24））の少なくとも一
部とは、ケーシング（10）の軸方向において互いに並んで配置されている。圧接部（22）
の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部（24））の少なくとも一部とは、ケーシング（
10）の軸方向において互いに近接して配置されている。圧接部（22）の少なくとも一部と
、溶接部（23）（凹部（24））の少なくとも一部とは、ケーシング（10）の軸方向におい
て互いに実質的に接して配置されている。
【００３８】
　したがって、圧接部（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部（24））の少なく
とも一部とは、ケーシング（10）の周方向および軸方向において互いに並んで配置されて
いる。圧接部（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部（24））の少なくとも一部
とは、ケーシング（10）の周方向および軸方向において互いに近接して配置されている。
圧接部（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部（24））の少なくとも一部とは、
ケーシング（10）の周方向および軸方向において互いに実質的に接して配置されている。
これにより、ケーシング（10）とハウジング（21）とがより一層強固に固定される。
【００３９】
　固定スクロール（30）は、ハウジング（21）の軸方向における一方側（この例では、上
側）に配置されている。固定スクロール（30）は、固定側鏡板（31）と、固定側ラップ（
32）と、外周壁部（33）とを有する。
【００４０】
　固定側鏡板（31）は、概ね円形の板状に形成されている。固定側ラップ（32）は、イン
ボリュート曲線を描く渦巻き壁状に形成され、固定側鏡板（31）の前面（この例では、下
面）から突出している。外周壁部（33）は、固定側ラップ（32）の外周側を囲むように形
成され、固定側鏡板（31）の前面から突出している。固定側ラップ（32）の先端面（この
例では、下端面）と、外周壁部（33）の先端面とは略面一になっている。
【００４１】
　固定スクロール（30）の外周壁部（33）には、吸入ポート（図示せず）が形成されてい
る。吸入ポートには、吸入管（11）の下流端が接続される。固定スクロール（30）の固定
側鏡板（31）の中央部には、固定側鏡板（31）を厚さ方向に貫通する吐出口（34）が形成
されている。
【００４２】
　可動スクロール（40）は、可動側鏡板（41）と、可動側ラップ（42）と、ボス部（43）
とを有する。
【００４３】
　可動側鏡板（41）は、概ね円形の板状に形成されている。可動側ラップ（42）は、イン
ボリュート曲線を描く渦巻き壁状に形成され、可動側鏡板（41）の前面（この例では、上
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面）から突出している。ボス部（43）は、円筒状に形成され、可動側鏡板（41）の背面（
この例では、下面）の中央部に配置されている。可動スクロール（40）の可動側ラップ（
42）は、固定スクロール（30）の固定側ラップ（32）と噛み合わされている。
【００４４】
　このような構成により、固定スクロール（30）と可動スクロール（40）との間には、圧
縮室（S20）が形成されている。圧縮室（S20）は、流体を圧縮するための空間である。圧
縮室（S20）は、吸入管（11）から吸入ポートを通じて吸入された流体を圧縮し、圧縮さ
れた流体を吐出口（34）を通じて吐出するように構成されている。
【００４５】
　圧縮機構（20）は、その動作（可動スクロール（40）が固定スクロール（30）に対して
偏心回転する動作）に伴って、圧縮室（S20）において圧縮荷重が生じると共に、駆動軸
（60）の主軸部（61）において軸受荷重が生じるように構成されている。圧縮荷重と軸受
荷重とは、回転方向において互いに位相がずれている。典型的に、圧縮荷重は、軸受荷重
よりも小さく、両者は互いに約１８０°だけ位相がずれている。圧縮荷重は、第１荷重の
一例であり、軸受荷重は、第２荷重の一例である。
【００４６】
　図２に示すように、ケーシング（10）の軸方向に並んで設けられた２つの溶接部（23）
（凹部（24））の中間点（M2）は、圧縮荷重が生じる位置と軸受荷重が生じる位置との間
の中間点（M1）よりも、軸受荷重が生じる位置寄りにある。より具体的に、上側の溶接部
（23）は、圧縮荷重と軸受荷重との逆比内分点よりも上側にあり、下側の溶接部（23）は
、当該逆比内分点よりも下側にある。ここで、圧縮荷重と軸受荷重との大きさの比がａ：
ｂである場合、当該逆比内分点と圧縮室（S20）の軸方向中心との間の軸方向距離をＤ１
とし、かつ当該逆比内分点と主軸部（61）の軸方向中心との間の軸方向距離をＤ２として
、Ｄ１×ａ＝Ｄ２×ｂの関係が成り立つ。
【００４７】
　　－実施形態１の効果－
　本実施形態の圧縮機（1）は、筒状のケーシング（10）と、上記ケーシング（10）に収
容される圧縮機構（20）とを備え、上記圧縮機構（20）は、上記ケーシング（10）に圧接
する圧接部（22）と、上記ケーシング（10）に溶接される溶接部（23）とを含むハウジン
グ（21）を有し、上記圧接部（22）の少なくとも一部と、上記溶接部（23）の少なくとも
一部とは、上記ケーシング（10）の周方向に並んで配置されている。したがって、圧接部
（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）の少なくとも一部とが、ケーシング（10）の周
方向に並んで配置されている。これにより、圧接部（22）と溶接部（23）とがケーシング
（10）の軸方向に並んで配置される場合に比べて、ハウジング（21）を当該軸方向におい
て小型化することができ、ひいては圧縮機（1）を小型化することができる。
【００４８】
　また、本実施形態の圧縮機（1）は、上記溶接部（23）と上記ケーシング（10）の内部
空間とを連通させる第１隙間（26）および第２隙間（27）を備える。したがって、溶接部
（23）とケーシング（10）の内部空間が、第１隙間（26）および第２隙間（27）によって
連通している。これにより、ハウジング（21）をケーシング（10）に溶接する際に、溶接
ガスが第１隙間（26）および第２隙間（27）を介してケーシング（10）の内部空間に逃げ
、よって溶接不良が生じるのを抑止することができる。
【００４９】
　また、本実施形態の圧縮機（1）は、上記溶接部（23）が、上記ハウジング（21）に形
成された凹部（24）により構成され、連通路（26～29）が、上記ケーシング（10）と上記
ハウジング（21）との間に形成され、上記凹部（24）と上記ケーシング（10）の内部空間
とを連通させる第１隙間（26）および第２隙間（27）により構成されている。したがって
、凹部（24）ならびに第１隙間（26）および第２隙間（27）というシンプルな構造で溶接
不良が生じるのを抑止することができる。
【００５０】
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　また、本実施形態の圧縮機（1）は、上記溶接部（23）が、上記ケーシング（10）の周
方向において複数設けられている。したがって、流体圧縮に伴って生じる負荷により一層
耐えられるようにできる。
【００５１】
　また、本実施形態の圧縮機（1）は、上記溶接部（23）が、上記ケーシング（10）の軸
方向において複数設けられている。したがって、流体圧縮に伴って生じる負荷により一層
耐えられるようにできる。
【００５２】
　また、本実施形態の圧縮機（1）は、上記圧縮機構（20）が、その動作に伴って、圧縮
荷重と該圧縮荷重よりも大きな軸受荷重とが、上記軸方向において互いに離れた位置で生
じるように構成され、複数の上記溶接部（23）は、上記軸方向において、上記圧縮荷重が
生じる位置と上記軸受荷重が生じる位置との間の中間点（M1）よりも上記軸受荷重が生じ
る位置寄りに中間点（M2）がある２つの上記溶接部（23）を含む。この構成では、圧縮荷
重および軸受荷重によって、両荷重が生じる位置の中間点（M1）よりも軸受荷重が生じる
位置寄りでモーメントが発生する。このモーメントが、当該２つの溶接部（23）によって
適切に支持され得る。
【００５３】
　《実施形態２》
　実施形態２について説明する。本実施形態の圧縮機（1）は、連通路の構成が上記実施
形態１と異なる。以下、上記実施形態１と異なる点について主に説明する。
【００５４】
　図５および図６に示すように、本実施形態の連通路は、ハウジング（21）に形成された
第１連通溝（28）および第２連通溝（29）の各々によって構成されている。
【００５５】
　第１連通溝（28）は、ハウジング（21）および固定スクロール（30）の外周面に上下に
延びるように形成され、上側の溶接部（23）（凹部（24））と第１空間（S1）とを連通さ
せる。第２連通溝（29）は、ハウジング（21）の外周面に上下に延びるように形成され、
下側の溶接部（23）（凹部（24））と第２空間（S2）とを連通させる。第１連通溝（28）
および第２連通溝（29）の各々は、連通路を構成している。
【００５６】
　第１連通溝（28）および第２連通溝（29）の各々は、ケーシング（10）の周方向におい
て並んで配置された複数（この例では、４つ）の溶接部（23）の各々に対して設けられる
ことが好ましい。なお、第１連通溝（28）および第２連通溝（29）の形状および配置は、
各溶接部（23）とケーシング（10）の内部空間とを互いに連通させるものであれば、任意
に設計されてもよい。
【００５７】
　　－実施形態２の効果－
　本実施形態でも、上記実施形態１と同様の効果が得られる。
【００５８】
　また、本実施形態の圧縮機（1）は、上記溶接部（23）が、上記ハウジング（21）に形
成された凹部（24）により構成され、連通路（26～29）が、上記ハウジング（21）に形成
され、上記凹部（24）と上記ケーシング（10）の内部空間とを連通させる第１連通溝（28
）および第２連通溝（29）により構成されている。したがって、ハウジング（21）をケー
シング（10）に溶接する際に、第１連通溝（28）および第２連通溝（29）を介して凹部（
24）からケーシング（10）の内部空間に溶接ガスが逃げる。このように、凹部（24）なら
びに第１連通溝（28）および第２連通溝（29）というシンプルな構造で溶接不良が生じる
のを抑止することができる。
【００５９】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
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　例えば、溶接部（23）は、ケーシング（10）の軸方向において、いくつ設けられていて
もよい。ここで、溶接部（23）が３つ以上設けられる場合、当該３つ以上の溶接部（23）
の中に、圧縮荷重が生じる位置と軸受荷重が生じる位置との間の中間点（M1）よりも軸受
荷重が生じる位置寄りに中間点（M2）がある２つの溶接部（23）が含まれることが好まし
い。
【００６１】
　例えば、溶接部（23）は、ケーシング（10）の周方向において、いくつ設けられていて
もよい。
【００６２】
　以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱
することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上
の実施形態および変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり
、置換したりしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　以上説明したように、本開示は、圧縮機について有用である。
【符号の説明】
【００６４】
　 1　圧縮機
　10　ケーシング
　20　圧縮機構
　21　ハウジング
　22　圧接部
　23　溶接部
　24　凹部
　26　第１隙間（連通隙間、連通路）
　27　第２隙間（連通隙間、連通路）
　28　第１連通溝（連通路）
　29　第２連通溝（連通路）
　M1　中間点
　M2　中間点



(10) JP 2020-190218 A 2020.11.26

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【手続補正書】
【提出日】令和2年8月25日(2020.8.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、圧縮機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ケーシングと、このケーシングに圧接および溶接により固定されたハウジン
グとを備えた圧縮機が知られている（例えば、特許文献１）。ケーシングとハウジングと
の間には、流体が圧縮される際に負荷がかかる。この負荷は、上記の固定部によって支持
される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－２５７６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１では、ケーシングがハウジングに圧接により固定される箇所と、



(12) JP 2020-190218 A 2020.11.26

ケーシングがハウジングに溶接により固定される箇所とが、当該ケーシングの軸方向にお
いて離間して配置されている。このため、圧縮機の軸方向長さが長くなり、ひいては圧縮
機が大型化してしまうおそれがある。
【０００５】
　本開示の目的は、圧縮機を小型化することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の第１の態様は、圧縮機（1）を対象とする。圧縮機（1）は、筒状のケーシング
（10）と、上記ケーシング（10）に収容される圧縮機構（20）とを備え、上記圧縮機構（
20）は、上記ケーシング（10）に圧接する圧接部（22）と、上記ケーシング（10）に溶接
される溶接部（23）とを含むハウジング（21）を有し、上記圧接部（22）の少なくとも一
部と、上記溶接部（23）の少なくとも一部とは、上記ケーシング（10）の周方向に並んで
配置され、上記溶接部（23）と上記ケーシング（10）の内部空間とを連通させる連通路（
26～29）を備えている。
【０００７】
　第１の態様では、圧接部（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）の少なくとも一部と
が、ケーシング（10）の周方向に並んで配置されている。これにより、圧接部（22）と溶
接部（23）とがケーシング（10）の軸方向に並んで配置される場合に比べて、ハウジング
（21）を当該軸方向において小型化することができ、ひいては圧縮機（1）を小型化する
ことができる。
【０００８】
　また、溶接部（23）とケーシング（10）の内部空間が、連通路（26～29）によって連通
している。これにより、ハウジング（21）をケーシング（10）に溶接する際に、溶接ガス
が連通路（26～29）を介してケーシング（10）の内部空間に逃げ、よって溶接不良が生じ
るのを抑止することができる。
【０００９】
　本開示の第２の態様は、上記第１の態様において、上記溶接部（23）は、上記ハウジン
グ（21）に形成された凹部（24）により構成され、上記連通路（26～29）は、上記ケーシ
ング（10）と上記ハウジング（21）との間に形成され、上記凹部（24）と上記ケーシング
（10）の内部空間とを連通させる連通隙間（26,27）により構成されていることを特徴と
する。
【００１０】
　第２の態様では、ハウジング（21）をケーシング（10）に溶接する際に、連通隙間（26
,27）を介して凹部（24）からケーシング（10）の内部空間に溶接ガスが逃げる。このよ
うに、凹部（24）と連通隙間（26,27）というシンプルな構造で溶接不良が生じるのを抑
止することができる。
【００１１】
　本開示の第３の態様は、上記第１又は２の態様において、上記溶接部（23）は、上記ケ
ーシング（10）の周方向において複数設けられていることを特徴とする。
【００１２】
　第３の態様では、流体圧縮に伴って生じる負荷により一層耐えられるようにできる。
【００１３】
　本開示の第４の態様は、上記第１～第３の態様のいずれか１つにおいて、上記溶接部（
23）は、上記ケーシング（10）の軸方向において複数設けられていることを特徴とする。
【００１４】
　第４の態様では、流体圧縮に伴って生じる負荷により一層耐えられるようにできる。
【００１５】
　本開示の第５の態様は、上記第４の態様において、上記圧縮機構（20）は、その動作に
伴って、第１荷重と該第１荷重よりも大きな第２荷重とが、上記軸方向において互いに離
れた位置で生じるように構成され、複数の上記溶接部（23）は、上記軸方向において、上
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記第１荷重が生じる位置と上記第２荷重が生じる位置との間の中間点（M1）よりも上記第
２荷重が生じる位置寄りに中間点（M2）がある２つの上記溶接部（23）を含むことを特徴
とする。
【００１６】
　第５の態様では、第１荷重および第２荷重によって、両荷重が生じる位置の中間点（M1
）よりも第２荷重が生じる位置寄りでモーメントが発生する。このモーメントが、当該２
つの溶接部（23）によって適切に支持され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、実施形態１の圧縮機の構成を例示する縦断面図である。
【図２】図２は、実施形態１の圧縮機の要部を示す縦断面図である。
【図３】図３は、実施形態１のハウジングの要部を示す斜視図である。
【図４】図４は、実施形態１の圧縮機の概略平面図である。
【図５】図５は、実施形態２の圧縮機の要部を示す縦断面図である。
【図６】図６は、実施形態２のハウジングの要部を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　《実施形態１》
　実施形態１について説明する。本実施形態の圧縮機（1）は、スクロール圧縮機である
。なお、圧縮機（1）の種類は、スクロール圧縮機に限られない。
【００１９】
　図１および図２に示すように、圧縮機（1）は、例えば、蒸気圧縮式の冷媒回路（図示
せず）に設けられ、冷媒（流体の一例）を圧縮するものである。例えば、このような冷媒
回路では、圧縮機（1）により圧縮された冷媒は、凝縮器で凝縮し、減圧機構で減圧され
、そして蒸発器で蒸発した後に圧縮機（1）に吸入される。
【００２０】
　圧縮機（1）は、ケーシング（10）と、圧縮機構（20）と、電動機（50）と、駆動軸（6
0）とを備える。
【００２１】
　ケーシング（10）は、両端が閉塞された縦長の円筒状に形成される。ケーシング（10）
内には、上側から順に圧縮機構（20）と電動機（50）とが収容される。ケーシング（10）
内を軸方向（上下方向）に延びる駆動軸（60）によって圧縮機構（20）と電動機（50）と
が連結される。
【００２２】
　ケーシング（10）には、吸入管（11）と、吐出管（12）とが設けられる。吸入管（11）
は、ケーシング（10）の上部を軸方向に貫通して圧縮機構（20）に接続される。吸入管（
11）は、圧縮機構（20）に低圧の流体（例えば、ガス冷媒）を導入する。吐出管（12）は
、ケーシング（10）の胴部を径方向に貫通してケーシング（10）の内部空間と連通する。
吐出管（12）は、ケーシング（10）内の高圧の流体をケーシング（10）外に導出する。
【００２３】
　圧縮機構（20）は、ケーシング（10）内に収容されている。圧縮機構（20）は、吸入管
（11）を経由して導入された流体を圧縮してケーシング（10）内に吐出するように構成さ
れる。圧縮機構（20）の構成について、詳しくは後述する。
【００２４】
　電動機（50）は、ケーシング（10）内に収容され、圧縮機構（20）の下方に配置される
。電動機（50）は、固定子（51）と、回転子（52）とを有する。固定子（51）は、実質的
に円筒状に形成されてケーシング（10）に固定される。回転子（52）は、固定子（51）の
内周に回転可能に挿通されている。回転子（52）の内周には、駆動軸（60）が挿通されて
固定される。
【００２５】
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　駆動軸（60）は、主軸部（61）と、偏心軸部（62）とを有する。主軸部（61）は、ケー
シング（10）の軸方向（上下方向）に延びている。偏心軸部（62）は、主軸部（61）の上
端に設けられる。偏心軸部（62）の外径は、主軸部（61）の外径よりも小さい。偏心軸部
（62）の軸心は、主軸部（61）の軸心に対して所定距離だけ偏心している。
【００２６】
　次に、図１～図４を参照して、圧縮機構（20）の構成について説明する。
【００２７】
　図１および図２に示すように、圧縮機構（20）は、ハウジング（21）と、固定スクロー
ル（30）と、可動スクロール（40）とを備える。ハウジング（21）は、ケーシング（10）
内に設けられる。固定スクロール（30）は、ハウジング（21）に固定される。可動スクロ
ール（40）は、ハウジング（21）と固定スクロール（30）との間に配置される。可動スク
ロール（40）は、固定スクロール（30）に噛み合わされて固定スクロール（30）に対して
偏心回転運動を行うように構成されている。
【００２８】
　ハウジング（21）は、ケーシング（10）内に固定され、ケーシング（10）の内部空間を
軸方向に２つの空間に区画している。ハウジング（21）の上側の空間が第１空間（S1）を
構成し、ハウジング（21）の下側の空間が第２空間（S2）を構成する。
【００２９】
　ハウジング（21）は、ケーシング（10）の内周面に固定される。図３に示すように、ハ
ウジング（21）は、圧接部（22）と、溶接部（23）とを含む。圧接部（22）は、ケーシン
グ（10）に圧接する。溶接部（23）は、ケーシング（10）に溶接される。
【００３０】
　圧接部（22）は、ハウジング（21）の外周面によって構成される。圧接部（22）の軸方
向長さ（上下方向長さ）は、ハウジング（21）の軸方向長さよりも短い。圧接部（22）は
、ケーシング（10）の胴部に圧接して固定される。
【００３１】
　溶接部（23）は、ハウジング（21）の外周面に形成された凹部（24）によって構成され
る。この凹部（24）には、溶接ピン（25）が設けられる。溶接ピン（25）は、ケーシング
（10）に形成された溶接用の貫通孔（13）を介した溶接により溶け、ハウジング（21）と
ケーシング（10）とを互いに固定する。
【００３２】
　溶接部（23）は、ケーシング（10）の軸方向において複数（この例では、２つ）設けら
れている（図２）。溶接部（23）は、ケーシング（10）の周方向において複数（この例で
は、４つ）設けられている（図４）。
【００３３】
　上側の溶接部（23）（凹部（24））よりも上側において、ハウジング（21）および固定
スクロール（30）の外周面と、ケーシング（10）の内周面との間には、第１隙間（26）が
形成されている。ハウジング（21）における圧接部（22）よりも上側の部分は、圧接部（
22）よりも直径が小さい小径部（21a）になっている。固定スクロール（30）の外周面は
、小径部（21a）の外周面と略面一になっている。第１隙間（26）は、固定スクロール（3
0）の外周面および小径部（21a）とケーシング（10）の内周面との間に形成されている。
第１隙間（26）は、上側の溶接部（23）と、第１空間（S1）とを連通させる。第１隙間（
26）は、連通隙間を構成している。
【００３４】
　下側の溶接部（23）（凹部（24））よりも下側において、ハウジング（21）の外周面と
、ケーシング（10）の内周面との間には、第２隙間（27）が形成されている。ハウジング
（21）における圧接部（22）よりも下側の部分は、圧接部（22）よりも直径が小さい小径
部（21b）になっている。第２隙間（27）は、小径部（21b）とケーシング（10）の内周面
との間に形成されている。第２隙間（27）は、下側の溶接部（23）と、第２空間（S2）と
を連通させる。第２隙間（27）は、連通隙間を構成している。
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【００３５】
　図２および図３に示すように、圧接部（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部
（24））の少なくとも一部とは、ケーシング（10）の周方向において互いに並んで配置さ
れている。圧接部（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部（24））の少なくとも
一部とは、ケーシング（10）の周方向において互いに近接して配置されている。圧接部（
22）の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部（24））の少なくとも一部とは、ケーシン
グ（10）の周方向において互いに実質的に接して配置されている。
【００３６】
　また、圧接部（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部（24））の少なくとも一
部とは、ケーシング（10）の軸方向において互いに並んで配置されている。圧接部（22）
の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部（24））の少なくとも一部とは、ケーシング（
10）の軸方向において互いに近接して配置されている。圧接部（22）の少なくとも一部と
、溶接部（23）（凹部（24））の少なくとも一部とは、ケーシング（10）の軸方向におい
て互いに実質的に接して配置されている。
【００３７】
　したがって、圧接部（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部（24））の少なく
とも一部とは、ケーシング（10）の周方向および軸方向において互いに並んで配置されて
いる。圧接部（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部（24））の少なくとも一部
とは、ケーシング（10）の周方向および軸方向において互いに近接して配置されている。
圧接部（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）（凹部（24））の少なくとも一部とは、
ケーシング（10）の周方向および軸方向において互いに実質的に接して配置されている。
これにより、ケーシング（10）とハウジング（21）とがより一層強固に固定される。
【００３８】
　固定スクロール（30）は、ハウジング（21）の軸方向における一方側（この例では、上
側）に配置されている。固定スクロール（30）は、固定側鏡板（31）と、固定側ラップ（
32）と、外周壁部（33）とを有する。
【００３９】
　固定側鏡板（31）は、概ね円形の板状に形成されている。固定側ラップ（32）は、イン
ボリュート曲線を描く渦巻き壁状に形成され、固定側鏡板（31）の前面（この例では、下
面）から突出している。外周壁部（33）は、固定側ラップ（32）の外周側を囲むように形
成され、固定側鏡板（31）の前面から突出している。固定側ラップ（32）の先端面（この
例では、下端面）と、外周壁部（33）の先端面とは略面一になっている。
【００４０】
　固定スクロール（30）の外周壁部（33）には、吸入ポート（図示せず）が形成されてい
る。吸入ポートには、吸入管（11）の下流端が接続される。固定スクロール（30）の固定
側鏡板（31）の中央部には、固定側鏡板（31）を厚さ方向に貫通する吐出口（34）が形成
されている。
【００４１】
　可動スクロール（40）は、可動側鏡板（41）と、可動側ラップ（42）と、ボス部（43）
とを有する。
【００４２】
　可動側鏡板（41）は、概ね円形の板状に形成されている。可動側ラップ（42）は、イン
ボリュート曲線を描く渦巻き壁状に形成され、可動側鏡板（41）の前面（この例では、上
面）から突出している。ボス部（43）は、円筒状に形成され、可動側鏡板（41）の背面（
この例では、下面）の中央部に配置されている。可動スクロール（40）の可動側ラップ（
42）は、固定スクロール（30）の固定側ラップ（32）と噛み合わされている。
【００４３】
　このような構成により、固定スクロール（30）と可動スクロール（40）との間には、圧
縮室（S20）が形成されている。圧縮室（S20）は、流体を圧縮するための空間である。圧
縮室（S20）は、吸入管（11）から吸入ポートを通じて吸入された流体を圧縮し、圧縮さ
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れた流体を吐出口（34）を通じて吐出するように構成されている。
【００４４】
　圧縮機構（20）は、その動作（可動スクロール（40）が固定スクロール（30）に対して
偏心回転する動作）に伴って、圧縮室（S20）において圧縮荷重が生じると共に、駆動軸
（60）の主軸部（61）において軸受荷重が生じるように構成されている。圧縮荷重と軸受
荷重とは、回転方向において互いに位相がずれている。典型的に、圧縮荷重は、軸受荷重
よりも小さく、両者は互いに約１８０°だけ位相がずれている。圧縮荷重は、第１荷重の
一例であり、軸受荷重は、第２荷重の一例である。
【００４５】
　図２に示すように、ケーシング（10）の軸方向に並んで設けられた２つの溶接部（23）
（凹部（24））の中間点（M2）は、圧縮荷重が生じる位置と軸受荷重が生じる位置との間
の中間点（M1）よりも、軸受荷重が生じる位置寄りにある。より具体的に、上側の溶接部
（23）は、圧縮荷重と軸受荷重との逆比内分点よりも上側にあり、下側の溶接部（23）は
、当該逆比内分点よりも下側にある。ここで、圧縮荷重と軸受荷重との大きさの比がａ：
ｂである場合、当該逆比内分点と圧縮室（S20）の軸方向中心との間の軸方向距離をＤ１
とし、かつ当該逆比内分点と主軸部（61）の軸方向中心との間の軸方向距離をＤ２として
、Ｄ１×ａ＝Ｄ２×ｂの関係が成り立つ。
【００４６】
　　－実施形態１の効果－
　本実施形態の圧縮機（1）は、筒状のケーシング（10）と、上記ケーシング（10）に収
容される圧縮機構（20）とを備え、上記圧縮機構（20）は、上記ケーシング（10）に圧接
する圧接部（22）と、上記ケーシング（10）に溶接される溶接部（23）とを含むハウジン
グ（21）を有し、上記圧接部（22）の少なくとも一部と、上記溶接部（23）の少なくとも
一部とは、上記ケーシング（10）の周方向に並んで配置されている。したがって、圧接部
（22）の少なくとも一部と、溶接部（23）の少なくとも一部とが、ケーシング（10）の周
方向に並んで配置されている。これにより、圧接部（22）と溶接部（23）とがケーシング
（10）の軸方向に並んで配置される場合に比べて、ハウジング（21）を当該軸方向におい
て小型化することができ、ひいては圧縮機（1）を小型化することができる。
【００４７】
　また、本実施形態の圧縮機（1）は、上記溶接部（23）と上記ケーシング（10）の内部
空間とを連通させる第１隙間（26）および第２隙間（27）を備える。したがって、溶接部
（23）とケーシング（10）の内部空間が、第１隙間（26）および第２隙間（27）によって
連通している。これにより、ハウジング（21）をケーシング（10）に溶接する際に、溶接
ガスが第１隙間（26）および第２隙間（27）を介してケーシング（10）の内部空間に逃げ
、よって溶接不良が生じるのを抑止することができる。
【００４８】
　また、本実施形態の圧縮機（1）は、上記溶接部（23）が、上記ハウジング（21）に形
成された凹部（24）により構成され、連通路（26～29）が、上記ケーシング（10）と上記
ハウジング（21）との間に形成され、上記凹部（24）と上記ケーシング（10）の内部空間
とを連通させる第１隙間（26）および第２隙間（27）により構成されている。したがって
、凹部（24）ならびに第１隙間（26）および第２隙間（27）というシンプルな構造で溶接
不良が生じるのを抑止することができる。
【００４９】
　また、本実施形態の圧縮機（1）は、上記溶接部（23）が、上記ケーシング（10）の周
方向において複数設けられている。したがって、流体圧縮に伴って生じる負荷により一層
耐えられるようにできる。
【００５０】
　また、本実施形態の圧縮機（1）は、上記溶接部（23）が、上記ケーシング（10）の軸
方向において複数設けられている。したがって、流体圧縮に伴って生じる負荷により一層
耐えられるようにできる。
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【００５１】
　また、本実施形態の圧縮機（1）は、上記圧縮機構（20）が、その動作に伴って、圧縮
荷重と該圧縮荷重よりも大きな軸受荷重とが、上記軸方向において互いに離れた位置で生
じるように構成され、複数の上記溶接部（23）は、上記軸方向において、上記圧縮荷重が
生じる位置と上記軸受荷重が生じる位置との間の中間点（M1）よりも上記軸受荷重が生じ
る位置寄りに中間点（M2）がある２つの上記溶接部（23）を含む。この構成では、圧縮荷
重および軸受荷重によって、両荷重が生じる位置の中間点（M1）よりも軸受荷重が生じる
位置寄りでモーメントが発生する。このモーメントが、当該２つの溶接部（23）によって
適切に支持され得る。
【００５２】
　《実施形態２》
　実施形態２について説明する。本実施形態の圧縮機（1）は、連通路の構成が上記実施
形態１と異なる。以下、上記実施形態１と異なる点について主に説明する。
【００５３】
　図５および図６に示すように、本実施形態の連通路は、ハウジング（21）に形成された
第１連通溝（28）および第２連通溝（29）の各々によって構成されている。
【００５４】
　第１連通溝（28）は、ハウジング（21）および固定スクロール（30）の外周面に上下に
延びるように形成され、上側の溶接部（23）（凹部（24））と第１空間（S1）とを連通さ
せる。第２連通溝（29）は、ハウジング（21）の外周面に上下に延びるように形成され、
下側の溶接部（23）（凹部（24））と第２空間（S2）とを連通させる。第１連通溝（28）
および第２連通溝（29）の各々は、連通路を構成している。
【００５５】
　第１連通溝（28）および第２連通溝（29）の各々は、ケーシング（10）の周方向におい
て並んで配置された複数（この例では、４つ）の溶接部（23）の各々に対して設けられる
ことが好ましい。なお、第１連通溝（28）および第２連通溝（29）の形状および配置は、
各溶接部（23）とケーシング（10）の内部空間とを互いに連通させるものであれば、任意
に設計されてもよい。
【００５６】
　　－実施形態２の効果－
　本実施形態でも、上記実施形態１と同様の効果が得られる。
【００５７】
　また、本実施形態の圧縮機（1）は、上記溶接部（23）が、上記ハウジング（21）に形
成された凹部（24）により構成され、連通路（26～29）が、上記ハウジング（21）に形成
され、上記凹部（24）と上記ケーシング（10）の内部空間とを連通させる第１連通溝（28
）および第２連通溝（29）により構成されている。したがって、ハウジング（21）をケー
シング（10）に溶接する際に、第１連通溝（28）および第２連通溝（29）を介して凹部（
24）からケーシング（10）の内部空間に溶接ガスが逃げる。このように、凹部（24）なら
びに第１連通溝（28）および第２連通溝（29）というシンプルな構造で溶接不良が生じる
のを抑止することができる。
【００５８】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
【００５９】
　例えば、溶接部（23）は、ケーシング（10）の軸方向において、いくつ設けられていて
もよい。ここで、溶接部（23）が３つ以上設けられる場合、当該３つ以上の溶接部（23）
の中に、圧縮荷重が生じる位置と軸受荷重が生じる位置との間の中間点（M1）よりも軸受
荷重が生じる位置寄りに中間点（M2）がある２つの溶接部（23）が含まれることが好まし
い。
【００６０】
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　例えば、溶接部（23）は、ケーシング（10）の周方向において、いくつ設けられていて
もよい。
【００６１】
　以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱
することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上
の実施形態および変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり
、置換したりしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　以上説明したように、本開示は、圧縮機について有用である。
【符号の説明】
【００６３】
　 1　圧縮機
　10　ケーシング
　20　圧縮機構
　21　ハウジング
　22　圧接部
　23　溶接部
　24　凹部
　26　第１隙間（連通隙間、連通路）
　27　第２隙間（連通隙間、連通路）
　28　第１連通溝（連通路）
　29　第２連通溝（連通路）
　M1　中間点
　M2　中間点
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状のケーシング（10）と、
　上記ケーシング（10）に収容される圧縮機構（20）とを備え、
　上記圧縮機構（20）は、上記ケーシング（10）に圧接する圧接部（22）と、上記ケーシ
ング（10）に溶接される溶接部（23）とを含むハウジング（21）を有し、
　上記圧接部（22）の少なくとも一部と、上記溶接部（23）の少なくとも一部とは、上記
ケーシング（10）の周方向に並んで配置され、
　上記溶接部（23）と上記ケーシング（10）の内部空間とを連通させる連通路（26～29）
を備える
ことを特徴とする圧縮機。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記溶接部（23）は、上記ハウジング（21）に形成された凹部（24）により構成され、
　上記連通路（26～29）は、上記ケーシング（10）と上記ハウジング（21）との間に形成
され、上記凹部（24）と上記ケーシング（10）の内部空間とを連通させる連通隙間（26,2
7）により構成されている
ことを特徴とする圧縮機。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
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　上記溶接部（23）は、上記ケーシング（10）の周方向において複数設けられている
ことを特徴とする圧縮機。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項において、
　上記溶接部（23）は、上記ケーシング（10）の軸方向において複数設けられている
ことを特徴とする圧縮機。
【請求項５】
　請求項４において、
　上記圧縮機構（20）は、その動作に伴って、第１荷重と該第１荷重よりも大きな第２荷
重とが、上記軸方向において互いに離れた位置で生じるように構成され、
　複数の上記溶接部（23）は、上記軸方向において、上記第１荷重が生じる位置と上記第
２荷重が生じる位置との間の中間点（M1）よりも上記第２荷重が生じる位置寄りに中間点
（M2）がある２つの上記溶接部（23）を含む
ことを特徴とする圧縮機。
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